
こ
の
計
画
は
、
三
鷹
市
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
の
中
か
ら
生
活
習
慣
病
の
有
病
者
や
そ

の
予
備
群
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
、
特

定
健
康
診
査
と
特
定
保
健
指
導
を
効
率
的
・
効

果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
策
定
す
る
も
の
で
す
。

平
成
24
年
度
ま
で
に
、
次
の
3
つ
の
目
標
を

達
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

①
特
定
健
康
診
査
の
受
診
率
＝
目
標
受
診
率

65
％

②
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
＝
目
標
実
施
率

45
％

③
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当
者
・

予
備
群
の
減
少
＝
対
平
成
20
年
度
比
で
10
％

減
少

◇
実
施
機
関

市
内
の
医
療
機
関
で
実
施
し
ま

す
。

◇
実
施
項
目

①
基
本
的
な
項
目（
問
診
、
身
体

測
定
、
理
学
的
検
査
、
血
圧
測
定
、
肝
機
能
検

査
、
血
中
脂
質
検
査
、
血
糖
検
査
、
尿
検
査
）、

②
医
師
の
判
断
に
よ
る
項
目（
貧
血
検
査
、
心
電

図
検
査
）、
③
※

付
加
項
目
（
血
液
一
般
、
尿

酸
・
腎
機
能
検
査
、
心
電
図
、
胸
部
レ
ン
ト
ゲ

ン
検
査
）で
す
。

※
付
加
項
目
は
、
こ
れ
ま
で
の
基
本
健
康
診
査

の
水
準
を
維
持
す
る
た
め
、
市
独
自
に
実
施
す

る
も
の
で
す
。

◇
対
象
者

40
〜
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
を
対
象
と
し
ま
す
。

◇
外
部
委
託
の
有
無

地
元
医
療
機
関
と
の
連

携
も
踏
ま
え
、
三
鷹
市
医
師
会
へ
の
委
託
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

◇
デ
ー
タ
の
保
管
・
管
理
方
法

診
査
結
果
デ
ー
タ
は
、
東
京
都
国
民
健
康
保

険
団
体
連
合
会
に
委
託
し
、
そ
の
保
管
・
管
理

を
行
い
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
の
結
果
、「
健
康
の
保
持
に
努

め
る
必
要
が
あ
る
方
」
を
対
象
に
、
下
表
の
内

容
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す（
原
則
と

し
て
無
料
）。

◇
外
部
委
託
の
有
無

三
鷹
市
医
師
会
な
ど
へ

の
委
託
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

◇
デ
ー
タ
の
保
管
・
管
理
方
法

東
京
都
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
委
託

し
、
そ
の
保
管
・
管
理
を
行
い
ま
す
。

平
成
20
年
度
〜
24
年
度
の
5
年
間
で
す
。
計

画
策
定
後
、
３
年
目
に
見
直
し
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
従
来
か
ら
の
健
康
づ
く
り
事
業

や
介
護
予
防
事
業
と
の
連
携
、
事
業
の
評
価
や

見
直
し
、
個
人
情
報
の
保
護
な
ど
に
つ
い
て
計

画
化
し
て
い
ま
す
。

「持続可能な循環型社会の形成に向けたごみ処理の推進」
を基本理念とし、次の8つの基本方針の実現を目指すことと
しています。
①“もの”の発生抑制の推進
②循環資源のリユース、リサイクル
③拡大生産者責任の明確化
④環境にやさしいごみ処理・リサイクルの推進
⑤ごみ処理の効率化
⑥適正処理の確保
⑦ゼロ・エミッション の推進
⑧環境学習・啓発活動の推進
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パブリックコメント�

「
三
鷹
市
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
」

（
案
）に
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

保
険
課
@
内
線
2
3
8
8
・

健
康
推
進
課
@
内
線
2
6
9
1

問�

平
成
20
年
４
月
か
ら
、「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」（
20
年
４
月
施
行
）に
基
づ
き
、

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
者
に
対
し
、
40
〜
74
歳
の
被
保
険
者
を
対
象
と
し
て
、
内
臓

脂
肪
症
候
群（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）に
着
目
し
た
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指

導

の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
市
で
は
こ
れ
ま
で
の
基
本
健
康
診
査
に
代
え
、
特
定
健
康
診
査
と
特
定
保

健
指
導
の
実
施
体
制
を
定
め
た「
三
鷹
市
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
」を
策
定
し
ま
す
。
こ
の

た
び
計
画（
案
）が
で
き
ま
し
た
の
で
、
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
・
ご
要
望
な
ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

特
定
健
康
診
査

40
〜
74
歳
の
被
保
険
者
を
対

象
に
毎
年
度
実
施
す
る
、
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着

目
し
た
健
康
診
査
。

特
定
保
健
指
導

特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
よ

り
、
健
康
保
持
に
努
め
る
必
要

が
あ
る
方
に
対
し
て
実
施
す
る
、

動
機
づ
け
支
援
・
積
極
的
支
援
。

パブリックコメント�

「三鷹市ごみ処理総合計画2015」（案）に
ご意見をお寄せください ごみ対策課@内線2533問�

市では、平成15年から22年度までの8年間の計画として「三鷹市ごみ処理総合計画2010」を策定
し、ごみ処理施策を推進してきました。
このたび、計画期間の前期5年間（平成15年度～19年度）が終了するのに伴い、新たに、3Ｒ（リ
デュース・リユース・リサイクル）を踏まえた一般廃棄物処理の視点や、ごみ処理費用のみなら
ず環境負荷などの社会的費用の低減といった視点を盛り込んだ「ごみ処理総合計画2015」（平成20
年度～27年度）の策定を行います。
計画（案）の概要は次のとおりです。みなさんのご意見・ご要望などをお寄せください。

基本理念・基本方針

数値目標

市民・事業者・
市の役割分担

目
的

目
標
値
の
設
定

特
定
健
康
診
査
の
実
施
方
法

特
定
保
健
指
導
の
実
施
方
法

そ
の
他

ご意見・ご要望などをお寄せください
2月7日�までに、住所・氏名・電話番号（団体の

場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号）

を記入し、「〒181-8555三鷹市役所保険課」・�

41-4531・ hoken@city.mitaka.tokyo.jp

へ提出してください。

※計画（案）の全文は、市のホームページ「パブリッ

クコメント」からご覧になれるほか、保険課（市役所

1階9番窓口）、相談・情報センター（市役所2階）、

総合保健センター、市政窓口で配布しています。

開始時 2週間後

面
接
に
よ
る
支
援

行
動
目
標
行
動
計
画
の
策
定

面接・電話・Eメール・手紙・ファクス等による支援

1カ月後 2カ月後 3カ月後 4カ月後 5カ月後 6カ月後

・行動計画等の実践状況
の確認

・生活習慣の改善の維
持・継続に向けた支援

・栄養・運動等の実践的
な支援

中間評価（身体状況・生
活習慣の変化把握）
・実践状況の確認
・生活習慣確立に向けた
支援
・栄養・運動等の実践的
な支援

6
カ
月
後
評
価（
身
体
状

況
・
生
活
習
慣
の
変
化

把
握
）

ゼロ・エミッション
廃棄物の再生利用

により焼却・埋立処理を
なくし、環境負荷の低減
を目指すこと。

ご意見・ご要望などをお寄せください
2月3日�までに、住所・氏名・電話番号（団体の場
合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号）を記
入し、「〒181-8555三鷹市役所ごみ対策課」・�
45-5291・ gomi@city.mitaka.tokyo.jpへ

提出してください。
※計画（案）の全文は、市のホームページ「パブリックコ
メント」からご覧になれるほか、ごみ対策課（市役所5
階）、相談・情報センター（市役所2階）、市民協働セン
ター、市政窓口で配布しています。

ごみの排出や処理に関して、平成22年度までに達成すべ
き数値目標を次のように設定し、27年度まで実施します。
①1人1日当たりのごみ総排出量850gを達成する。
②分別リサイクル率を35％以上とし、総資源化率を45％以上
とする。

③年間のごみ焼却量を33,183tまで削減する。
④焼却灰の資源化や不燃残さの有効活用により、最終処分
量ゼロを維持する。

計
画
の
期
間

これまで市が実施してきた基本健康診査は、4月から「特定健康診査」に代わります。制度の変更に伴い、基本健康診査
は3月15日�で終了し、4月以降の受診はできなくなります。1～3月生まれの方は、3月15日�までに受診してくだ
さい。なお、年度末は混雑が予想されますので、早めの受診をお願いします。

ご注意ください！ 基本健康診査の
受診は3月15日ºまでです

総合保健センター�46-3254問�

施策・事業の内容

基本理念・基本方針と数値目標を達成するため、取り組むべき内容を次の
とおり定めています。
①排出抑制 環境負荷の低減とごみ減量・資源化の効果的な推進に向け、排
出抑制のための仕組みづくりや過剰包装・使い捨て商品の抑制などに取り
組みます。
②資源化 再使用推進事業の支援を充実するとともに、事業者に対して店頭
回収を要請するなど、体系化されたリサイクルシステムの確立に努めます。
③収集運搬 環境への負荷の少ない市民生活の実現に向け、分別収集の強化
充実などに取り組みます。
④中間処理「新ごみ処理施設整備」の推進や、三鷹市環境センターの適切な
運営などにより、環境に配慮した処理体制の整備や循環型処理システムの
形成を目指します。
⑤最終処分 最終処分場の延命化を図るため、埋立ごみの資源化の推進を継
続します。
⑥その他廃棄物への対応 一般廃棄物や災害廃棄物の適正な処理に向けた対
応の強化・充実などを図ります。
⑦啓発・推進 リサイクル協力店の普及拡大など、市民・事業者・市の協働
による取り組みを推進し、ごみの減量・資源化への啓発活動に努めます。
⑧推進体制の整備 国や都、他の自治体・関係機関と連携しながら、計画を
推進します。

ごみの減量・資源化に
向けて、市民・事業者・
市の三者がそれぞれの役
割を担うとともに、三者
協働の新たな仕組みづく
りにより、ごみの発生抑
制に向けて取り組むこと
としています。

◇市民の役割
従来のライフスタイル
を見直し、環境に配慮
した生活を実践
◇事業者の役割
環境に配慮した事業活
動の実践
◇市の役割
ごみの減量・資源化へ
の積極的な取り組み


